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序 章 緑の基本計画について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の位置づけや目標年次、中間見直しの背景と目的など、計画の基本的な事項に

ついて記載しました。 

 

１． 緑の基本計画とは 

２． 中間見直しの背景と目的 

３． 計画の位置づけ 

４． 目標年次 

５． 計画の対象となる緑地 

 



 

2 序章 緑の基本計画について 

１.緑の基本計画とは 

緑の基本計画は、都市緑地法第４条に「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」

として規定されている計画で、市域における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策等を内容として策定する「緑とオープ

ンスペース」に関する総合的な計画です。 

 

２.中間見直しの背景と目的 

本市では、平成7年度に「緑の基本計画」を策定し、平成23年には、緑を取り巻く環境の変化や

市民の緑に対する意見に適切に対応するために、新たな「緑の基本計画」を策定しました。 

新たな「緑の基本計画」では、『水と緑・文化が綾をなす 環境共生のまち』を緑の基本理念とし

て掲げ、6つの基本方針と57の個別施策に基づき、緑に関する施策を展開してきました。 

しかし、計画の策定から10年が過ぎた現在、市民ニーズの多様化や少子高齢化の急激な進行、防

災面や市民参加・参画への対応の重要性の高まりなど、本市を取りまく社会・経済情勢は大きく変

化しています。 

また、策定当時に設定した個別施策についても施策ごとに実施状況を検証し、必要に応じて、施

策の実効性を確保するための見直しを行うとともに、現計画が有する課題の検証も必要となります。 

これらに対応し、計画をよりよいものとするため、この度、計画の中間見直しを行いました。 

 

・中間見直しの主な背景は以下のとおりです（第１章で記載） 

●社会情勢の変化 

・人口減少及び少子高齢化の進行 

・災害の多発による防災面ニーズの増加 

・市民ニーズの多様化や高度化     等 

 

●国や県の動向 

・都市緑地法の一部改正（平成29年度） 

・緑の効果的な活用による緑とオープンスペースのポテンシャル活用 

・緑の基本計画における生物多様性の確保への配慮         等 

 

●上位・関連計画の策定・改定 

・綾瀬市総合計画２０３０：令和３年１月 

・あやせ都市マスタープラン：令和３年３月 

・第2次綾瀬市環境基本計画：平成31年4月 

 

●市民意識 

・市内の緑や公園に期待される機能の多様化 

・緑や公園の維持・管理における市民参加・市民参画の重要性・必要性の高まり 等 

 

  



 

3 序章 緑の基本計画について 
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図序－１ 中間見直しの経緯  

緑の基本計画 

（平成７年度策定） 

新たな「緑の基本計画」 

（平成 22 年度改定） 

■社会情勢の変化 

・市民ニーズの多様化 

・少子高齢化の急激な進行 

・防災面や市民参加・参画への対応 

等 

■国や県の動向 

・地球温暖化対策推進大綱（H14） 

・ヒートアイランド対策大綱（H16） 

・景観緑三法（H16） 

・神奈川みどり計画（H17） 

・緑の回廊構想（H18） 

■社会情勢の変化 

・人口減少及び少子高齢化の進行 

・災害の多発による防災面ニーズの増加 

・市民ニーズの多様化や高度化   等 

■上位・関連計画の策定・改定 

・綾瀬市総合計画２０３０ 

：令和３年１月 

・あやせ都市マスタープラン 

：令和３年３月 

・第 2 次綾瀬市環境基本計画 

：平成 31 年 4 月 

■国や県の動向 

・都市緑地法の一部改正（H29） 

・緑の効果的な活用による緑とオープンス

ペースのポテンシャル活用 

・緑の基本計画における生物多様性の確保

への配慮 

■市民意識 

・市内の緑や公園に期待される機能の多

様化 

・緑や公園の維持・管理における市民参加・

市民参画の重要性・必要性の高まり 

新たな「緑の基本計画」 

（令和２年度中間見直し） 



 

4 序章 緑の基本計画について 

３.計画の位置づけ 

・緑の基本計画は、国や県及び市の関連計画と整合を図りながら策定するものです。 

 

図序－２ 計画の位置づけ 

 

４.目標年次 

・緑の基本計画の目標年次は令和12年とし、他の計画の改定時などには進捗状況の確認や計画の

見直しをするなどし、連携を図ることとします。 

 

中間年次：令和2年 （平成32年） 

目標年次：令和12年 （平成42年） 

 

図序－３ 計画の目標年次  

■国の政策展開や新たな制度 

・都市緑地法、都市緑地法運用指針 

・生物多様性国家戦略 

・気候変動の影響への適応計画 

■神奈川県の上位・関連計画 

・かながわ都市マスタープラン 

・綾瀬都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

・かながわ生物多様性計画 

■綾瀬市の上位・関連計画 

・綾瀬市総合計画２０３０ 

・あやせ都市マスタープラン 

・第２次綾瀬市環境基本計画 

・綾瀬市地域防災計画 

・綾瀬市景観計画 

・綾瀬市公共施設マネジメント基本方針   等 

綾
瀬
市
緑
の
基
本
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新時代 あやせプラン21 綾瀬市総合計画2030

あやせ都市マスタープラン

第2次綾瀬市環境基本計画 次期計画

綾瀬市緑の基本計画

綾瀬市環境基本計画

★R3 改定

★R3 中間見直し

あやせ都市マスタープラン

★R3 改定
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５.計画の対象となる緑地 

・一般的に「緑の基本計画」の対象となる緑地は、大きく「施設緑地」と「地域制緑地」に分類さ

れます。 

・「施設緑地」には、都市公園や緑地が含まれ、「地域制緑地」には、法や協定、条例等により位置

づけられている緑地が含まれます。 

・以下に、本計画の対象とする緑地の分類と、綾瀬市全体の緑の状況を示します。 

 

 

 

 

 

図序－４ 本計画で対象とする主な緑地の分類  

地

域

制

緑

地

等

 

都市公園 

都市公園以外 

都市公園法で規定するもの 

公共施設緑地 

公開している教育施設（国

公立）、児童遊園、公共団

体が設置している運動場や

グランド、等 

都市公園以外で公園緑

地に準じる機能を持つ

施設 

公共公益施設における

植栽地等 
道路環境施設帯及び植樹

帯、等 

民間施設緑地 市民緑地、寺社境内地、ゴルフ場 等 

施

設

緑

地

 

法による地域 緑地保全地域（都市緑地法） 

特別緑地保全地区（都市緑地法） 

生産緑地地区（生産緑地法） 

農業振興地域・農用地区域（農業振興地域整備法） 

保存樹・保存樹林（樹木保存法） 

協定 緑地協定（都市緑地法） 

条例等によるもの 条例・要綱・契約、協定等による緑地の保全地区や緑化の協定地

区、樹林地の保存契約、協定による工場植栽地、等 

緑

 

地

 
出典：「新編 緑の基本計画ハンドブック」（社団法人日本公園緑地協会）一部抜粋 



 

6 序章 緑の基本計画について 

 

図序－５ 本計画で対象とする緑地  
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図序－６ 綾瀬市全体の緑（航空写真：平成 29 年撮影）  


